
重要事項説明書 
１ 事業所の概要 

（１）事業所の名称等 

事業所名 医療法人 美湖会  

居宅介護支援事業所ビオラセア 

所在地 茨城県龍ケ崎市字野原 1360 番 1 

代表者職及び氏名 管理者 松本 慎司 

事業者指定番号 0870801289 

電話番号・ＦＡＸ番号 0297-85-5112  /  0297-85-5116 

サービス提供する地

域 

龍ケ崎市・取手市・河内町・利根町・牛久市 

稲敷市 

 

（２）職員体制 

     指定居宅介護支援事業所を提供する職員として、以下の職種の職員を配置する。 

職種 員数 勤務体制 

管理者（主任介護支援専

門員と兼務） 

1 名 常勤 

主任介護支援専門員          １名          常勤 

介護支援専門員          １名      常勤 

 

（３）営業日及び休日 

営業時間 月曜日～金曜日 午前 8 時 35 分～午後  5 時 00 分 

        土曜日 午前 8 時 35 分～午後 0 時 30 分 

休日 日・祝祭日・年末年始（12/31～1/3） 

 

２ 事業所の目的及び運営の方針 

（１）事業の目的 

   介護保険法の理念に基づき、要介護者等からの相談に応じ、要介護者等が

その心身の状況や置かれている環境に応じて、本人や家族の意向等を基に、

居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、

内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定

居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡その他の便宜の提供を行う

ことを目的とします。 



 

（２）運営の方針 

① 本事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限り

居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営む事ができ

るよう配慮して援助に努めるものとします。 

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者自らの選

択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、施設等の多

様なサービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的に介護計画を提

供されるよう配慮して行います。 

③ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に

提供されるサービス等が特定の事業者に偏ることがないよう、公正中立

に行います。 

④ 事業の運営にあたっては、関係市町村、地域の福祉、保険、医療サービ

スの綿密な連携に努めるものとします。 

⑤ 障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する

場合等における、ケアマネジャーと障害福祉制度の相談支援専門員との

密接な連携を促進するため、指定居宅介護支援事業者が特定相談支援事

業者との連携に努めるものとします。 

 

３ 介護支援専門員の役割及び支援の提供方法・内容 

   当事業所は、利用者の同意を得た上で、居宅サービス計画作成の支援を行

います。また、居宅において適切なサービスが確保されるように、サービス

提供事業者と連絡調整を行う等、その他必要な便宜を図ります。業務内容は

以下のとおりです。 

① 利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族との面会相談を行います。

そこでの情報や希望を基に居宅サービス計画の原案を作成します。居宅

サービス計画作成にあたっては、適切な方法により、利用者が抱える問

題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう

に支援する上で解決すべき課題を把握します。 

② 利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サー

ビス事業者について、 

  ・複数の事業所の紹介を求めることが可能であること。 

      ・当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能で

あることの説明をし、選択を求めます。 

③ 介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催、又は照会等により、当

該居宅サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地



からの意見を求めます。 

④ 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保

険給付の対象となるか否かを区分した上で、サービスの種類、内容、利

用料等について利用者及びその家族に説明し、文書により利用者の同意

を得ます。 

⑤ 居宅サービス計画作成後は、担当者が利用者及びその家族と連絡を取り

ながら、経過の把握に努めます。また、計画に沿ったサービスが提供さ

れるようサービス提供事業者と連絡調整を行います。 

⑥ 利用者の状態に変化があれば、居宅サービス計画の変更、要介護認定区

分変更の申請等、必要な支援を行います。また、利用者が居宅サービス

計画の変更を希望した場合も計画の変更など必要な支援を行います。 

⑦ 利用者が介護保険施設等への入所又は入院を希望した場合、利用者に介

護保険施設等の紹介その他の支援を行います。 

⑧ 定期的な訪問を行い、居宅サービス計画の実施状況の把握を行うととも

に、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います。 

⑨ 下記の場合、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用し、少なくと

も２か月に１回は利用者の居宅を訪問とします。 

・利用者の同意を得られる場合 

・サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担 

当者その他の関係者の合意が得られる場合 

      ・利用者の状態が安定しており、利用者がテレビ電話装置等を介して意                           

  思疎通が出来る事（家族のサポートがある場合も含む） 

・テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集出来ない情報につ 

 いて、他のサービス事業者との連携により情報収取する事。 

 

４ 利用料金 

居宅サービス計画の作成は、原則として介護保険から負担されますの

で、利用者の負担はありません。 

    但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険から

サービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、介

護給付費体系に基づくサービス利用料金の全額をいったんお支払い頂き

ます。 

 

 

 

 



[居宅介護支援費Ⅰ] 

   居宅介護支援費Ⅱを算定していない事業所 

      要介護度区分

取り扱い件数区分 要介護 1・２ 要介護３～５ 

介護支援専門員 1 人当

たりの利用者の数が 45

未満の場合(ⅰ)     

居宅介護支援費Ⅰ 

      11,620 円 

居宅介護支援費Ⅰ 

      15,097 円 

介護支援専門員 1 人当

たりの数が 45 人以上

の場合において、45 以

上 60 未満の部分(ⅱ) 

居宅介護支援費Ⅰ 

       5,820 円 

居宅介護支援費Ⅰ 

       7.532 円 

介護支援専門員 1 人当

たりの利用者の数が 45

人以上の場合において

60 以上の部分(ⅲ) 

居宅介護支援費Ⅰ 

       3,488 円 

居宅介護支援費Ⅰ 

      4,515 円 

  ※当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の50/100又0/100

となります。また、特定事業所集中減算に該当する場合は、上記金額よ

り2,140円を減額する事となります。 

    [居宅介護支援費Ⅱ] 

指定居宅サービス事業者等との間で居宅サービス計画書に係るデータを

電子的に送受信する為のシステムの活用及び事務職員の配置を行ってい

る事業所 

      要介護度区分

取り扱い件数区分   要介護 1・２ 要介護３～５ 

介護支援専門員 1 人当

たりの利用者の数が 45

未満の場合(ⅰ)     

居宅介護支援費Ⅰ 

      11,620 円 

居宅介護支援費Ⅰ 

      15,097 円 

介護支援専門員 1 人当

たりの数が 45 人以上

の場合において、45 以

上 60 未満の部分(ⅱ) 

居宅介護支援費Ⅰ 

       5,638 円 

居宅介護支援費Ⅰ 

       7.308 円 

介護支援専門員 1 人当

たりの利用者の数が 45

人以上の場合において

60 以上の部分(ⅲ) 

居宅介護支援費Ⅰ 

       3,381 円 

居宅介護支援費Ⅰ 

        4,387 円 



※当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の50/100又は0/100

となります。また、特定事業所集中減算に該当する場合は、上記金額よ

り2,140円を減額する事となります。 

※50人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、50件

目以上になった場合に居宅介護支援費(ⅱ)又は(ⅲ)を算定します。 

 

 加  算 加 算 額 内 容・回 数 等 

要

介

護

度

に

よ

る

区

分

無

し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初  回  加  算 

 

 

 

3,210 円 

・新規に居宅サービス計画を作

成する場合 

・要支援者が要介護認定を受け

た場合に居宅サービス計画を

作成する場合 

・要介護状態区分が 2 区分以上

変更された場合に居宅サービ

ス計画を作成する場合 

 

 

入院時情報連携加算(Ⅰ) 

 

 

入院時情報連携加算(Ⅱ) 

 

2,675 円 

 

 

2,140 円 

・入院した日の内に病院等の職

員に必要な情報提供をした場

合(Ⅰ) 

 

・入院した日の翌日又は翌々日

に病院等の職員に必要な情報

提供をした場合(Ⅱ) 

 



 

退院・退所加算(1)イ 

 

退院・退所加算(1)ロ 

 

退院・退所加算(Ⅱ)イ 

 

退院・退所加算(Ⅱ)ロ 

 

退院・退所加算(Ⅲ) 

  

4,815 円 

 

  6,420 円 

 

 6,420 円 

 

8,025 円 

 

  9,630 円 

・入院等の期間中に病院等の職

員と面談を行い、必要な情報を

得る為の連携を行い、居宅サー

ビス計画の作成をした場合 

(Ⅰ)イ 連携１回 

(Ⅰ)ロ 連携１回（カンファレ

ンス参加による） 

(Ⅱ)イ  連携２回以上 

(Ⅱ)ロ 連携２回以上（うち１

回以上カンファレンス

参加） 

(Ⅲ)  連携３回以上（内１回

以上カンファレンス参

加） 

 

  

 

通 院 時 情 報 連 携 

加 算 

 

 

 

 

 

   

535 円 

 

 

 

 

 

・医師又は歯科医師の診察を受

ける時に介護支援専門員が同席

し、必要な情報の提供を行うと

共に医師又は歯科医師等から必

要な情報提供を受けた上で居宅

サービス計画に記録した場合

（１月に付き） 

 

 特定事業所加算(Ⅰ) 

 

特定事業所加算(Ⅱ) 

 

特定事業所加算(Ⅲ) 

 

特定事業所加算(A) 

5,553 円 

 

4,504 円 

 

3,456 円 

 

1,219 円 

・「利用者に関する情報又はサー

ビス提供に当たっての留意事項

に係る伝達事項等を目的とした

会議を定期的に開催すること」

等厚生労働大臣が定める基準に

適合する場合（１月に付き） 

 

 

 

 

特定事業所医療介護連

携加算 

 

 

1,337 円 

・前々年度の３月から前年度の

２月までの間においてターミナ

ルケアマネジメント加算を 15

回以上算定していること。 

 



  

 

 

 

 

ターミナルケアマネジ

メント加算 

 

 

 

 

 

4,280 円 

・24 時間連絡出来る体制を確保

し、かつ、必要に応じて指定居宅

介護支援を行う事が出来る体制

を整備している事を市区町村長

に届け出た場合にあって、末期

の悪性腫瘍のご利用者に限り、

在宅でお亡くなりになった日及

び、その前 14 日以内に 2 日以上

当該ご利用者又はご家族様の同

意を得て、ご利用者宅を訪問し、

心身の状況等の情報を記録し主

治の医師及び居宅サービス計画

に位置付けた事業者に提供した

場合（尚、在宅訪問後、24 時間

以内に在宅以外で亡くなった場

合も含む。） 

 

  

 

緊急時等居宅カンファ

レンス加算 

 

 

2,140 円 

・病院等の求めにより、病院等の

職員と居宅を訪問し、カンファ

レンスを行いサービス等の利用

調整した場合(利用者１人に付

き１月に２回を限度)） 

 

※地域区分上乗せ割合 5 級地 1 単位 10．70 円になります。      

 

 

５ 利用者の居宅の訪問頻度の目安 

介護支援専門員が利用者の状況把握のため、利用者の居宅に訪問する頻度の目安 

利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも１月に１回 

※ ここに記載する訪問頻度の目安回数以外にも、利用者の依頼や指定居宅

介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場

合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問する事があります。 

 

６ 指定居宅介護支援の提供に当たっての留意事項 

① 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予め、利用者又はその家族に対し、

利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、介護支



援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるようにお願い致

します。 

② 利用者及びその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービ

ス事業者について、複数の事業所の紹介を求める事が可能である事と当該事

業所をケアプランに位置付けた理由を求める事が可能である事の説明を行

い、選択を求めます。 

③ 医療系サービスを希望している場合には、医療機関との連携を図る為、利用

者の同意を得て主治の医師等の意見を求め、その意見を求めた主治の医師等

にケアプランを交付致します。 

④ 事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリン

グ等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマ

ネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。 

⑤ 利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介

を求める事や、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の

選定理由について説明を求める事が出来ますので、必要があれば遠慮なく申

し出て下さい。 

⑥ 指定居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容

（被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させ

て頂きます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所に

お知らせ下さい。 

⑦ 利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やか

に当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新

の申請が遅くとも利用者が受けっている要介護認定の有効期間が終了する

30 日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。 

 

 

７ 虐待の防止 

(1) 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の為、次の措置を講ずるもの

とします。 

① 虐待の防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を

職員に周知徹底を図ります。尚、本委員会の運営責任者は、当事業所が

併設する施設の施設長とします。 

虐待防止に関する責任者 施設長  米山 正美 

② 成年後見制度の利用を支援します。 

③ 虐待の防止の為の指針を整備し、虐待等に対する相談窓口を設置します。 

④ 虐待の防止の為の職員に対する研修を定期的に実施します。 



⑤ その他虐待防止の為に必要な措置を行います。 

(2) 事業所は、サービス提供中に当事業所の従業員又は養護者（利用者の家族等

高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した

場合は、速やかに、これに市町村に通報し、市町村が行う虐待等に対する調

査等に協力するよう努めます。 

 

８ 業務継続計画の策定 

(1) 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介

護支援事業の提供を継続的に実施する為の、及び非常時の体制で早期の業務

再開を図る為の計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し当該業務継続

計画に従い必要な措置を講ずるものとします。 

(2) 事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な

研修及び訓練を定期的に実施するものとします。 

(3) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更をおこなうものとします。 

 

９ 感染症の予防及び蔓延防止 

事業所は、事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように、次に掲げ

る措置を講じるものとします。 

① 事業所に置ける感染症の予防及び蔓延防止の為の対策を検討する委員会

を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周

知徹底を図ります。尚、本委員会の運営責任者は、当事業所が併設する

施設の施設長とします。 

感染症の予防及び蔓延防止に関する責任者 施設長 米山 正美 

(1) 事業所における感染症の予防及び蔓延防止の為の指針を整備します。 

(2) 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及び蔓延防止の為の

研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１０ 身体拘束 

   事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため 

   緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する       

   行為（以下「身体的拘束等」という。）は行いません。やむを得ず身体      

   拘束等を行う場合には、その態度及び時間、その際の利用者の心身の状 

   況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。尚、記録につ 

   いては２年間保管するものとする。 

 



１１ ハラスメント 

   暴言、暴力、ハラスメントに対するために次に掲げる措置を講じます。 

(1) 暴言、暴力、ハラスメントに対し組織及び地域での適切な対応を図ります。 

(2) 職員に対する暴言、暴力、ハラスメントを防止し、啓発、普及するための研

修を実施します。 

(3) 暴言、暴力、ハラスメント行為が利用者やその家族、身元保証人等から、職

員にあった場合にはサービスの中断や契約を解除するだけではなく、法的な

措置と共に損害賠償を求める事があります。 

 

１２ 秘密の保持と個人情報の保護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 利用者及びその家族に関

する秘密保持について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 事業者は、利用者の個人情報に

ついて「個人情報の保護に関す

る法律」、「個人情報の保護に関

する法律についてのガイドラ

イン」「医療・介護関係事業者

に置ける個人丈夫の適切な取

り扱いの為のガイダンス」を遵

守し、適切な取り扱いに努める

ものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する

者（以下「従業者」という。）

は、サービス提供をする上で知

り得た利用者及びその家族の

秘密を正当な理由なく、第三者

に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務

は、サービス提供契約が終了し

た後においても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知

り得た利用者又はその家族の

秘密を保持させる為、従業者で

ある機関及び従業者でなくな

った後においても、その秘密を

保持するべき旨を従業者との

雇用契約を内容とします。 



② 個人情報の保護について 

 

① 事業者は、利用者から予め文書

で同意を得ない限り、サービス

担当者会議や地域ケア会議等

において、利用者の個人情報を

用いません。また、利用者の家

族の個人情報についても、予め

文書で同意を得ない限り、サー

ビス担当者会議や地域ケア会

議等で利用者の家族の個人情

報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族

に関する個人情報が含まれる

記録物（紙によるものの他、電

磁的記録を含む。）については、

善良な管理者の注意を持って

管理し、また処分の際にも第三

者への漏洩を防止するものと

します。 

③ 事業者が管理する情報につい

ては、利用者の求めに応じてそ

の内容を開示する事とし、開示

の結果、情報の訂正、追加また

は削除を求められた場合、遅滞

なく調査を行い、利用目的の達

成に必要な範囲内で訂正等を

行うものとします。（開示に際

し複写料などが必要な場合は

利用者の負担となります。 

 

１３ 事故発生時の対応方法 

   利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は市

町村、利用者の家族に連絡を行うと共に、必要な措置を講じます。また、

利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

 



１６ 苦情相談窓口 

（１）当事業所のサービスについて、ご不明点や疑問、苦情がございましたら、

下記の担当者までお気軽に相談ください。 

担当部署 指定居宅介護支援事業所ビオラセア  

担当者 管理者 松本 慎司 

電話番号/FAX 番号 TEL 0297-85-5112  FAX0297-85-5116 

受付時間 

                  

月曜日~金曜日午前 8 時 35 分～午後 5 時 00 分 

土曜日       午前 8 時 35 分～午後 0 時 30 分 

 

（２）公的機関受付電話窓口 

当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口等に伝えることができます。 

茨城県国民健康保険団体連合会介護保険課 

電話番号：029-301-1565(直通) 

河内町役場福祉課 

電話番号：0297-84-2111(代表) 

龍ケ崎市役所介護保険課 

電話番号：0297-64-1111(代表) 

牛久市役所高齢福祉課 

電話番号：029-873-2111(代表) 

取手市役所高齢福祉課 

電話番号：0297-74-2141(代表) 

稲敷市役所高齢福祉課 

電話番号：029-892-2000(代表) 

利根町役場福祉課 

電話番号：0297-68-2211(代表) 

 

１７ 緊急時の対応 

     事業者は、現にサービスの提供を行っている時に、利用者の病状の急変が

生じた場合、その他必要な場合は、速やかに主治医又は、協力医療機関に

連絡をとるなど必要な措置を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和  年  月  日 

 

 

契約にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説

明しました。               

事業者 

  <事業者名>  居宅介護支援事業所ビオラセア 

<所在地>   茨城県龍ケ崎市字野原 1360 番 1  

  <代表者名>  理事長 岩瀬 剛              印 

 

 

  <説明名>                         印 

 

 

 サービスの契約の締結にあたり、上記のとおり説明を受け、同意しました。 

 

利用者 

     <住所> 

 

     <氏名>                       印 

 

代理人 

     <住所> 

 

     <氏名>                       印 


